
第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成３０年度第１回武蔵村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 平成３１年２月１８日（月）  午後２時～午後２時３０分 

開 催 場 所 市役所３階３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：比留間会長、田中委員、若林委員、細岡委員、布澤委員、塩賀

委員、加園委員、須藤委員、藤野委員、木村委員、籾山委員、

石黒委員、遠藤委員 

欠席者：田代委員、金子委員 

事務局：都市整備部長、都市計画課長、都市計画課係長（計画係）、同

課主任（同係）、同課技師（同係） 

議 題 立川都市計画生産緑地地区の変更について（武蔵村山市決定） 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題：立川都市計画生産緑地地区の変更について（武蔵村山市決定） 

諮問のとおり決定することを適当と認め、原案のとおり答申すること

とした。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

（発言者） 

◎印：会長 

〇印：委員 

●印：事務局 

議題：立川都市計画生産緑地地区の変更について（武蔵村山市決定） 

【事務局説明】 

 ● 資料に基づき議題について説明。＜説明省略＞ 

【質疑・意見等】 

   特になし。 

◎ 委員全員の賛成により、議題「立川都市計画生産緑地地区の変更

について（武蔵村山市決定）」は、案のとおり決定し、答申内容に

ついて事務局案のとおり決定する。 

 

報告事項：今後の審議予定について 

【事務局説明】 

 ● 来年度については、３件ほどを予定している。１件目は生産緑地

地区の変更、２件目は新青梅街道沿道地区の用途地域等の変更及び

地区計画の決定、３件目は都市核地区地区計画の変更である。それ

ぞれの内容がまとまり次第付議する。 

 

以上  
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：  ２ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 都市整備部 都市計画課（内線：２７２） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


